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【省略記号】  日時　場  場所　対 対象　定  定員　￥ 費用（記載なし：無料） 　他 その他　託  託児　申  申込　応  応募　問 問い合わせ先
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、各事業の実施を中止・延期することがあります。開催の有
無や詳しい情報は、お問い合わせください（発熱や咳などの風邪症状がある場合、参加を控えていただきますようお願いします）。

備蓄量  
▶ゼリータイプ　
16.3mg/ 包（写真①）…100 包
32.5mg/ 包（写真②）…3,000 包
▶丸剤（写真③） …119,000 丸
▶粉末剤…500g

備蓄場所  彦根市立病院
配布・服用  
　国の原子力規制委員会が安定ヨウ素剤の服用
の必要性を判断し、これに基づき、国の原子力
災害対策本部または地方公共団体が、配布・服
用指示を出します。
配布場所  一時集合場所（避難や一時移転の目的で集
合する場所）
※一時集合場所は、県のモニタリング調査の結
果で決定します。
詳しくは、彦根市ホームページをご覧ください。
問 危機管理課☎ 30-6150　FAX 23-1777

＜原子力災害対策＞＜原子力災害対策＞「安定ヨウ素剤」「安定ヨウ素剤」を備蓄していますを備蓄しています
　原子力発電所などの事故により放射性ヨウ素が飛散し、体内に取り込まれると、甲状腺に集積し、
甲状腺がんなどを発生させる可能性があります。このような放射性ヨウ素による内部被ばくは、安
定ヨウ素剤をあらかじめ服用することで、予防・低減することができます。

①①

②②

③③

埋立ごみの
搬入場所が変わります

● 3 月 25 日㈭から、試験的に新たな搬入場所で受
け入れを開始しますので、直接搬入する場合はそち
らに持ち込んでください（従来どおり事前に不燃廃棄
物搬入許可申請が必要）。
※詳しくは、今後広報ひこねなどでお知らせします。

問 彦根愛知犬上広域行政組合
☎ 35-0015　FAX 35-4711
生活環境課☎ 30-6116　FAX 27-0395

4 月 1日からの新たな搬入場所4月 1日からの新たな搬入場所

　家庭で出た埋立ごみを直接搬入して処分する場合、
これまで搬入場所は「中山投棄場」でしたが、
3 月 31 日をもって、受け入れを終了します。

愛知郡清掃センター跡地愛知郡清掃センター跡地
（東近江市小八木町 19）（東近江市小八木町 19）

▶︎現在、各校のインターネット通信工事などを進めており、2 月末
までに順次納入され、学習活動で利用していく予定です。

▶︎一部、校舎改修工事などで利用が遅れる学校もあります。

1 人 1台

　挿絵や写真などの拡大・
縮小、画面への書き込みな
どを活用し、分かりやすく
説明することで、子どもた
ちの興味 ･ 関心を高める
ことができます。

　デジタル教材の活用に
より、自らの疑問について
深く調べることや、自分に
合った進め方で学習する
ことが容易になります。

　一人ひとりの考えをリ
アルタイムで共有するこ
とで、子ども同士での意
見交換が可能になり、即
時に多様な意見に触れる
ことができます。

※出典：文部科学省「GIGAスクール構想の実現へ」リーフレット※出典：文部科学省「GIGAスクール構想の実現へ」リーフレット

一斉学習一斉学習

　令和元年 12 月に文部科学省から打ち出された施策で、全学年の児童生徒一人ひとりがそれぞれ
学習者用端末を持ち、じゅうぶんに活用できる環境の実現を目指しています。
※「GIGAスクール」とは・・・「全ての人がグローバル（国際舞台）とイノベーション（革新的創造）の扉を開けることの
できる学校にしていこう！」ということの広い意味

市立の小・中学生に市立の小・中学生に
学習者用端末学習者用端末を導入しますを導入します

彦根市立小中学校 GIGA スクール構想彦根市立小中学校 GIGA スクール構想

　「GIGAスクール構想」ってなに？

個別学習個別学習 協働学習協働学習

▲このような端末が貸与されます▲このような端末が貸与されます。。
　（キーボードも付いています）　（キーボードも付いています）

　市教育委員会では、各教科の指導を行う中で、ICT（情
報通信技術）を効果的・効率的に活用し、これからの時代
を生きる力の基盤と言われている「情報活用能力」「言語
能力」「問題発見・解決能力」などの育成を目指します。

　「1人 1台端末」「高速通信環境」で学習が変わる！

問 学校教育課☎ 24-7973　FAX 23-9190

PICK UP!
市の手続き市の手続きがが
よりより簡単・便利簡単・便利になるためのになるための
取り組みを行っています取り組みを行っています

　市では、行政手続きに関する市民の皆さんの負担
軽減を図り、今後進めていく手続きの「オンライン
化」を推進しやすい環境を作るため、市へ提出する
申請書などについて押印を不要とするなどの見直
しを行っています。

▶︎令和 3 年 1 月から見直しを
行った手続きは、彦根市ホーム
ページ（下の QR コード）に掲載し
ていますので、ご覧ください。
▶︎今後も引き続き、各種手続きの見直しを実施する
予定です（彦根市ホームページに順次掲載していきます）。

※各種手続きに関することは、各担当課へお問い合
わせください。

問 働き方・業務改革推進課
☎ 30-6149　FAX 22-1398


